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利根川水系河川整備計画の策定に関して 

住民を軽視する時代錯誤の方針を示した 

国土交通省に対して強く抗議する 

 

 関東地方整備局は 11月 22日に「利根川水系河川整備計画の策定に係る学識者等から

の意見聴取について」を発表しました。その内容は私たちが設置を求めていた住民参加

型の流域委員会とはまったく異なる、国交省のみの判断で選んだ学識者の会議（有識者

会議）を利根川・江戸川等に設置するものであって、しかも、住民の意見聴取は公聴会

のみであるとするものでした。住民は意見を聴くだけであって、計画の是非に関する議

論の場には一切参加させないとする、住民を軽視した時代錯誤の方針を国土交通省が示

したことに対して強く抗議します。 

今年10月には国土交通省は、住民参加型の流域委員会のモデルというべき淀川水系

流域委員会を休止すると発表し、今までの流れを 180 度変える方向を示しました。今回

の利根川水系に関する国土交通省の方針はこの淀川水系についての発表と軌を一にす

るものであり、国土交通省が河川法改正前の旧態依然たる姿勢に舞い戻ってしまったこ

とを表しています。 

1997 年の河川法改正の趣旨における重要な柱の一つは、住民と十分な意見交換をし

ながら、よりよい河川整備のあり方を住民とともに考えていくことにありましたが、現

在の国土交通省は住民の意見を意図的に無視しようとしています。その理由は、国土交

通省が 10年前までと同様に大規模河川事業の推進を自己目的化し、その推進に異論を

唱える意見を排除しようとしているからに他なりません。利根川水系では別記のとおり、

多くの大規模河川事業があり、それらを何が何でも推進するために、国土交通省は住民

を軽視する時代錯誤の方針を示したのです。 

私たちは今回の国土交通省の発表に対して強く抗議するとともに、利根川水系流域委

員会を設置し、河川管理者が学識経験者だけでなく流域住民を交えて、河川整備の内容

および大規模河川事業の是非を議論する機会を作ることを改めて要求します。 
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別記 利根川水系における大規模河川事業   
  
① 八ッ場ダム       

吾妻川に建設予定の多目的ダム（総貯水容量 10,750 万ｍ3） 
現在、付替道路、付替鉄道、代替地造成などの関連工事が行われている。 
（建設事業費 4,600 億円、水特法事業と基金事業を除く。） 
                         

② 思川開発（南摩ダム）    
思川の支川・南摩川に建設予定の多目的ダム（総貯水容量 5,100 万ｍ3） （黒川と大芦川
から導水） 
現在、水没予定地の取得が進められ、付替県道の工事が始められようとしている。 
（建設事業費 1,8５0 億円、水特法事業と基金事業を除く。） 
 

③ 湯西川ダム         
鬼怒川の支川・湯西川に建設予定の多目的ダム（総貯水容量 7,500 万ｍ3） 
現在、付替道路、代替地造成などの関連工事が行われている。 

（建設事業費 1,840 億円、水特法事業と基金事業を除く。） 
                                     
④ 渡良瀬遊水池の大規模掘削事業   

渡良瀬遊水池は 17,180 万ｍ3 の洪水調節容量を持つ洪水調節池であるが、この洪水調節
容量を500 万ｍ3 以上増やすための大規模掘削事業が計画されている。 
                                  

⑤ 稲戸井調節池の大規模掘削事業  
稲戸井調節池の洪水調節容量を増やすための大規模掘削事業が計画されている。

（1,890 万ｍ3→3,080 万ｍ3） 
 

⑥ 烏川の河道内遊水池  
2006 年 2 月策定の利根川水系河川整備基本方針によって、烏川の河道内に遊水池を建

設することになったため、現在、国の直轄区間で遊水池建設計画が検討されている。 
 

⑦ 利根川中流部右岸の堤防強化対策事業（深谷市から五霞町まで）  
 利根川中流部右岸の堤防を強化堤防（川裏の勾配 1：7）にするための堤防強化対策事業

が計画されている。（首都圏氾濫区域堤防強化対策事業） 
（移転戸数 約 860 戸、栗橋町だけで 270 戸、総事業費 1,300 億円）   

                       
⑧ 印旛沼を使う利根川放水路計画  

 2006 年 2 月に策定された利根川水系河川整備基本方針では、戦前からあった旧利根川
放水路計画はなくなり、代わりに新しい利根川放水路計画が入った。これは、利根川下流部
の洪水10,500ｍ3／秒のうちの1,000ｍ3／秒を、印旛沼を経由して、東京湾に落とすものであ
る。 

（この計画を実現するためには、印旛沼の大規模掘削、大水路の開削などが必要である。） 
 

⑨ 霞ヶ浦導水事業  
 那珂川と霞ヶ浦を結ぶ導水路（那珂導水路）、霞ヶ浦と利根川を結ぶ導水路（利根導水

路）を建設する事業で、目的は都市用水の開発、霞ヶ浦の水質浄化などである。 
 （建設事業費 1,900 億円） 

 （利根導水路は 1989 年に完成したが、霞ヶ浦から利根川への試験通水によって、漁業被害が
起きたため、未だに使われていない。） 
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